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（注１）内訳に示す税率が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額  
（注２）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しないもの。

 

 

適格請求書発行事業者からの課税
仕入れ

4,000,000 80,000,000

適格請求書発行事業者以外の者から
の課税仕入れ（経過措置（80％控除）
の適用を受けるもの）

適格請求書発行事業者以外の者から
の課税仕入れ（経過措置（80％控除）の
適用を受けないもの）（注２）

1,000,000 5,000,000

1,000,000

6,000,000

1,000,000

84,000,000

○当課税期間の課税売上げ等の状況                 （単位：円） 

項 目 
税率6.24％ 
適用分 

税率7.8％  
適用分 

合計金額 

① 下水道使用料収入（課税売上げ） 

 

－ 130,000,000 130,000,000 

② 受益者負担金 

合理的な方法により課税仕入れに
使途が特定されたもの（注１）

 

1,760,000 28,240,000 30,000,000 

合理的な方法により補償費（不課
税）に使途が特定されたもの

 100,000 

③ 預金利息収入（非課税売上げ） 

 

 100,000 

④ 国庫補助金収入 

合理的な方法により課税仕入れに

使途が特定されたもの（注１）

 

1,160,000 18,840,000 20,000,000 

交付要綱等において地方債の利子
の支払いに使途が特定されている
もの

 10,000,000 

⑤ 一般会計繰入金 

合理的な方法により課税仕入れに

使途が特定されたもの（注１）
900,000 14,100,000 15,000,000 

合理的な方法により人件費（通勤
手当を除く。）に使途が特定され
たもの 

 25,000,000 

⑥ 消費税及び地方消費税の還付金  250,000 

⑦ 課税仕入れ 5,000,000 86,000,000 91,000,000 

－

　○○市下水道事業特別会計（以下「当特別会計」といいます。）の当課税期間（令和６年４月１日

～令和７年３月31日、以下同じです。）の課税売上高等の状況は次のとおりです。

　なお、当特別会計は適格請求書発行事業者であり、売上税額及び仕入税額の計算については割戻

し計算（適用税率ごとの取引金額を割り戻して計算する方法）を適用しています。

　また、課税売上げ及び課税仕入れの金額は、全て税込みの金額とします。
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○前課税期間における補助金収入の状況 

当特別会計は、前課税期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日、以下同じです。）にお

いて国から補助金Ａ及び補助金Ｂの交付を受けており、これらの補助金はいずれも「課税仕

入れ等に係る特定収入」に該当するものとして、前課税期間において仕入控除税額の調整計

算を行っていますが、当課税期間において、国に提出した実績報告書により次のとおりその

使途を明らかにしました。 

なお、当特別会計の前課税期間の課税売上高は５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以

上であり、前課税期間の仕入控除税額を「全額控除」により計算しています。また、調整割合
60,000,000

150,000,000
は　　　　　です。 

 

＜補助金Ａ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

        

－ 
20,000,000 20,000,000 

－ 200,000 200,000 

 

＜補助金Ｂ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

50,000 1,950,000 2,000,000 

－
 

1,000,000
 

1,000,000
 

50,000 850,000 900,000 

（注）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しない

もの。 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける

もの）に係る支払対価の額 

① 補助金Ａにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

① 補助金Ｂにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受けな

いもの）（注）に係る支払対価の額

③ 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける
もの）に係る支払対価の額 



   ⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

  118,181,000円 × 7.8％ ＝ 9,218,118円 ・・・付表1-3②Ｂ、第二表⑯ 

⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】            

調整前の仕入控除税額（特定収入に係る調整計算を行う前の課税仕入れ等の税額）を計算し

ます。 

   イ 課税売上割合                             
        

118,181,818円（注1） 
＝ 

118,181,818円 
＝ 99.91...％ ≧ 95％ 

118,181,818円（注1）＋100,000円（注2） 118,281,818円 

  ・・・付表2-3④・⑦・⑧、第一表⑮・⑯ 

                     （(1)の金額） 

    （注１）課税売上高（税抜き） ＝ 118,181,818円 ・・・計算表１①Ｃ、付表2-3⑤Ｃ 

                      （預金利息収入）  

   

 （注２）非課税売上高 ＝     100,000円 ・・・計算表１④Ｃ、付表2-3⑥Ｃ 

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3①Ｂ欄の金額を付表1-3①Ｃ（第二
表①、第一表①）欄に、付表1-3①-1Ｂ欄の金額を付表1-3①-1Ｃ（第二表⑦）欄にそれぞれ転記します。

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3②Ｂ欄の金額を付表1-3②Ｃ（第二
表⑪、第一表②）欄に転記します。

⑴ 課税標準額                                    

（下水道使用料収入）    

130,000,000円 × 
100 

＝ 118,181,818円 
110 

              → 118,181,000円（1,000円未満切捨て） 

・・・付表1-3①Ｂ 

  

・・・計算表１①Ｂ、付表1-3①-1Ｂ、付表2-3①Ｂ、第二表⑥       

－25－－23－－31－

    ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない仕入控除税額   

          

 ① 税率6.24％適用分 

 ② 税率7.8％適用分 

 ③ 合計額（①＋②） 
（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

       231,111円 ＋ 5,672,727円 ＝ 5,903,838円・・・付表2-3⑩Ｃ 

4,000,000円（付表2-3⑨Ａ）  
 
 

80,000,000円（付表2-3⑨Ｂ） × 
7.8

＝5,672,727円・・・付表2-3⑩Ｂ 
110 

 (ﾛ)  経過措置（80％控除）の適用を受ける仕入控除税額

① 税率6.24％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

1,000,000円・・・付表2-3⑪Ａ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 1,000,000円 × 
6.24

＝ 57,777円 
108 

57,777円 × 
80 

＝ 46,221円・・・付表2-3⑫Ａ 
100 

×
6.24

＝231,111円・・・付表2-3⑩Ａ 
108
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○前課税期間における補助金収入の状況 

当特別会計は、前課税期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日、以下同じです。）にお

いて国から補助金Ａ及び補助金Ｂの交付を受けており、これらの補助金はいずれも「課税仕

入れ等に係る特定収入」に該当するものとして、前課税期間において仕入控除税額の調整計

算を行っていますが、当課税期間において、国に提出した実績報告書により次のとおりその

使途を明らかにしました。 

なお、当特別会計の前課税期間の課税売上高は５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以

上であり、前課税期間の仕入控除税額を「全額控除」により計算しています。また、調整割合
60,000,000

150,000,000
は　　　　　です。 

 

＜補助金Ａ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

        

－ 
20,000,000 20,000,000 

－ 200,000 200,000 

 

＜補助金Ｂ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

50,000 1,950,000 2,000,000 

－
 

1,000,000
 

1,000,000
 

50,000 850,000 900,000 

（注）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しない

もの。 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける

もの）に係る支払対価の額 

① 補助金Ａにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

① 補助金Ｂにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受けな

いもの）（注）に係る支払対価の額

③ 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける
もの）に係る支払対価の額 
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② 税率7.8％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

5,000,000円・・・付表2-3⑪Ｂ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 

③ 合計額（①＋②） 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

1,000,000円 ＋ 5,000,000円 ＝ 6,000,000円・・・付表2-3⑪Ｃ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

    46,221円  ＋  283,636円 ＝ 329,857円・・・付表2-3⑫Ｃ 

5,000,000円 × 
7.8 

＝ 354,545円 
110 

354,545円 × 
80 

＝ 283,636円・・・付表2-3⑫Ｂ 
100

 

(ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）    

 ① 税率6.24％適用分 

231,111円  ＋  46,221円 ＝ 277,332円・・・ 付表2-3⑰Ａ 計算表５⑴①、

② 税率7.8％適用分 

5,672,727円 ＋  283,636円 ＝ 5,956,363円・・・ 付表2-3⑰Ｂ 計算表５⑴①、

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）     （税率7.8％適用分） 

277,332円  ＋  5,956,363円 ＝ 6,233,695円・・・付表2-3⑰Ｃ 

 課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合は、課税仕

入れ等の税額の合計額が全額控除対象となりますから、付表2-3⑰欄の金額をそのまま付表

2-3⑱欄に記載します。  

設例の場合、課税期間中の課税売上高　　が５億円以下、かつ、課税売上割合が99.91…％（注）

ですので付表2-3⑰Ａ欄の277,332円をそのまま付表2-3⑱Ａ欄に、付表2-3⑰Ｂ欄の5,956,363円

をそのまま付表2-3⑱Ｂ欄に、付表2-3⑰Ｃ欄の6,233,695円をそのまま付表2-3⑱Ｃ欄に記載 

（注）課税期間が１年に満たない場合には、１年に満たない課税期間における課税売上高を年換算した金額

（当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額）となります。

します。
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② 税率7.8％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

5,000,000円・・・付表2-3⑪Ｂ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 

③ 合計額（①＋②） 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

1,000,000円 ＋ 5,000,000円 ＝ 6,000,000円・・・付表2-3⑪Ｃ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

    46,221円  ＋  283,636円 ＝ 329,857円・・・付表2-3⑫Ｃ 

5,000,000円 × 
7.8 

＝ 354,545円 
110 

354,545円 × 
80 

＝ 283,636円・・・付表2-3⑫Ｂ 
100

 

(ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）    

 ① 税率6.24％適用分 

231,111円  ＋  46,221円 ＝ 277,332円・・・ 付表2-3⑰Ａ 計算表５⑴①、

② 税率7.8％適用分 

5,672,727円 ＋  283,636円 ＝ 5,956,363円・・・ 付表2-3⑰Ｂ 計算表５⑴①、

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）     （税率7.8％適用分） 

277,332円  ＋  5,956,363円 ＝ 6,233,695円・・・付表2-3⑰Ｃ 

 課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合は、課税仕

入れ等の税額の合計額が全額控除対象となりますから、付表2-3⑰欄の金額をそのまま付表

2-3⑱欄に記載します。  

設例の場合、課税期間中の課税売上高　　が５億円以下、かつ、課税売上割合が99.91…％（注）

ですので付表2-3⑰Ａ欄の277,332円をそのまま付表2-3⑱Ａ欄に、付表2-3⑰Ｂ欄の5,956,363円

をそのまま付表2-3⑱Ｂ欄に、付表2-3⑰Ｃ欄の6,233,695円をそのまま付表2-3⑱Ｃ欄に記載 

（注）課税期間が１年に満たない場合には、１年に満たない課税期間における課税売上高を年換算した金額

（当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額）となります。

します。

⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】      

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 (受益者負担金)       (国庫補助金収入)      (一般会計繰入金) 

 特定収入の合計額（注） ＝ 30,000,000円 ＋ 20,000,000円 ＋ 15,000,000円 

                     ＝ 65,000,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）次のものは｢特定収入｣に該当しません。 

○ 補助金等のうち、例えば、法令又は交付要綱等において地方債の利子の支払いに充てることとされ

ているもの、合理的な方法により補償費（不課税）又は人件費（通勤手当を除く。）に使途が特定され

たもの 

○ 消費税及び地方消費税の還付金（還付加算金を除く。） 

 

 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き）＋ 免税売上高 

＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
65,000,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（118,181,818円＋100,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋65,000,000円 

＝ 
65,000,000円 

＝ 35.5％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
183,281,818円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要がありま

す。 

ハ 調整税額の計算（計算表４・５⑴を使用します。）                 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）

に係る税額 

3,820,000円（計算表５⑴②） × 
6.24 

＝ 220,711円・・・ 計算表５⑴③ 
108 

② 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額） 

  全ての特定収入の使途が課税仕入れ等にのみ特定されているので、計算表４による調

整割合は０となり、①で計算した金額が調整税額となります。  
220,711円・・・計算表５⑴⑨ 

－26－－23－－33－

        (ﾛ) 税率7.8％適用分                             

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）

に係る税額 

61,180,000円（計算表５⑴④） × 
7.8 

＝ 4,338,218円・・・計算表５⑴⑤ 
110 

② 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額） 

  全ての特定収入の使途が課税仕入れ等にのみ特定されているので、計算表４による調

整割合は０となり、①で計算した金額が調整税額となります。  
4,338,218円・・・計算表５⑴⑨ 

⑸ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算【計算表5－2を使用します】

イ 取戻し対象特定収入の判定                       

  前課税期間に交付を受けた補助金Ａ及び補助金Ｂは、課税仕入れ等に係る特定収入であり、

当課税期間に実績報告書により使途を明らかにしているため、補助金Ａ及び補助金Ｂについ

て、それぞれ「取戻し対象特定収入」に該当するか（控除対象外仕入れに係る調整の対象と

なるか）どうかの判定を行います（補助金Ａ、補助金Ｂのそれぞれについて計算表5-2⑴を使
用して判定します）。

 



 

 

 

－23－－35－

② 税率7.8％適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 850,000円 ・・・計算表5-2⑵⑩ 

850,000円（計算表5-2⑵⑩）× 7.8

110
＝ 60,272円・・・計算表5-2⑵⑪ 

60,272円（計算表5-2⑵⑪）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②） ＝ 36,163円

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 36,163円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 7,232円・・・計算表5-2⑵⑬ 

(ﾆ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

① 税率6.24％適用分                        

0円（計算表5-2⑵⑦）＋ 346円（計算表5-2⑵⑬） ＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑳ 

② 税率7.8％適用分
                         42,545円（計算表5-2⑵⑦）＋ 7,232円（計算表5-2⑵⑬）＝ 49,777円

・・・計算表5-2⑵⑳ 

 ⑹ 控除対象仕入税額の計算【計算表５を使用します】

イ 税率6.24％適用分                          

(ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表
5-2⑵⑳から転記します。  

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 346円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)①）   (⑹ｲ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ｲ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝  277,332円  ＋   346円  － 220,711円 
 ＝  56,967円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

ロ 税率7.8％適用分                              

 
 (ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額              

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表

5-2⑵⑳から転記します。  
控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 49,777円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)②）  (⑹ﾛ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ﾛ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝ 5,956,363円  ＋ 49,777円 － 4,338,218円  ＝ 1,667,922円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

ハ 合計額（イ＋ロ）                            

 

（税率6.24％適用分） （税率7.8％適用分） 

 56,967円 ＋ 1,667,922円 ＝ 1,724,889円 ・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 

－23－－34－

(ｲ) 補助金Ａ                       

   
補助金Ａにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ａにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

    ＝ 
200,000円（計算表5-2⑴②）

20,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ １％ ・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％以下のため、補助金Ａは「取戻し対象特定収入」に該当しません。 
 よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。 

(ﾛ) 補助金Ｂ
                              

補助金Ｂにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ｂにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

＝ 
1,900,000円（計算表5-2⑴②）

2,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ 95％・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％を超えているため、補助金Ｂは「取戻し対象特定収入」に該当します。

よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。  

ロ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算（計算表5-2⑵を使用します）    

(ｲ)「１－取戻し対象特定収入があった課税期間の調整割合」の計算 

取戻し対象特定収入に該当する補助金Ｂの交付を受けた課税期間である前課税期間

の調整割合  

＝  60,000,000円
150,000,000円

・・・計算表5-2⑵① 

１－ 
60,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵①）＝

 
90,000,000円

150,000,000円
・・・計算表5-2⑵② 

(ﾛ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                          

 

   
   

該当なし
 

② 税率7.8％適用分

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 1,000,000円 ・・・計算表5-2⑵⑤ 

1,000,000円（計算表5-2⑵⑤）×
7.8

110
＝ 70,909円・・・計算表5-2⑵⑥ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 
円

円
×

90,000,000

150,000,000

(ﾊ) 経過措置（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                           

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 50,000円 ・・・計算表5-2⑵⑧ 

50,000円（計算表5-2⑵⑧）×
6.24

108
＝ 2,888円・・・計算表5-2⑵⑨ 

2,888円（計算表5-2⑵⑨）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②）＝ 1,732円 

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 1,732円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑬ 

42,545円・・・計算表5-2⑵⑦ ＝

＝ 70,909円（計算表5-2⑵⑥） （計算表5-2⑵②）



 

 

 

－23－－35－

② 税率7.8％適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 850,000円 ・・・計算表5-2⑵⑩ 

850,000円（計算表5-2⑵⑩）× 7.8

110
＝ 60,272円・・・計算表5-2⑵⑪ 

60,272円（計算表5-2⑵⑪）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②） ＝ 36,163円

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 36,163円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 7,232円・・・計算表5-2⑵⑬ 

(ﾆ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

① 税率6.24％適用分                        

0円（計算表5-2⑵⑦）＋ 346円（計算表5-2⑵⑬） ＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑳ 

② 税率7.8％適用分
                         42,545円（計算表5-2⑵⑦）＋ 7,232円（計算表5-2⑵⑬）＝ 49,777円

・・・計算表5-2⑵⑳ 

 ⑹ 控除対象仕入税額の計算【計算表５を使用します】

イ 税率6.24％適用分                          

(ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表
5-2⑵⑳から転記します。  

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 346円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)①）   (⑹ｲ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ｲ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝  277,332円  ＋   346円  － 220,711円 
 ＝  56,967円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

ロ 税率7.8％適用分                              

 
 (ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額              

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表

5-2⑵⑳から転記します。  
控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 49,777円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)②）  (⑹ﾛ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ﾛ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝ 5,956,363円  ＋ 49,777円 － 4,338,218円  ＝ 1,667,922円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

ハ 合計額（イ＋ロ）                            

 

（税率6.24％適用分） （税率7.8％適用分） 

 56,967円 ＋ 1,667,922円 ＝ 1,724,889円 ・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 

－23－－34－

(ｲ) 補助金Ａ                       

   
補助金Ａにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ａにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

    ＝ 
200,000円（計算表5-2⑴②）

20,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ １％ ・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％以下のため、補助金Ａは「取戻し対象特定収入」に該当しません。 
 よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。 

(ﾛ) 補助金Ｂ
                              

補助金Ｂにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ｂにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

＝ 
1,900,000円（計算表5-2⑴②）

2,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ 95％・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％を超えているため、補助金Ｂは「取戻し対象特定収入」に該当します。

よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。  

ロ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算（計算表5-2⑵を使用します）    

(ｲ)「１－取戻し対象特定収入があった課税期間の調整割合」の計算 

取戻し対象特定収入に該当する補助金Ｂの交付を受けた課税期間である前課税期間

の調整割合  

＝  60,000,000円
150,000,000円

・・・計算表5-2⑵① 

１－ 
60,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵①）＝

 
90,000,000円

150,000,000円
・・・計算表5-2⑵② 

(ﾛ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                          

 

   
   

該当なし
 

② 税率7.8％適用分

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 1,000,000円 ・・・計算表5-2⑵⑤ 

1,000,000円（計算表5-2⑵⑤）×
7.8

110
＝ 70,909円・・・計算表5-2⑵⑥ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 
円

円
×

90,000,000

150,000,000

(ﾊ) 経過措置（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                           

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 50,000円 ・・・計算表5-2⑵⑧ 

50,000円（計算表5-2⑵⑧）×
6.24

108
＝ 2,888円・・・計算表5-2⑵⑨ 

2,888円（計算表5-2⑵⑨）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②）＝ 1,732円 

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 1,732円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑬ 

42,545円・・・計算表5-2⑵⑦ ＝

＝ 70,909円（計算表5-2⑵⑥） （計算表5-2⑵②）



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入 (｢課税仕入れ等に

係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

③
014,100,000900,00015,000,00040,000,000

②
018,840,0001,160,00020,000,00030,000,000

Ｄ

⑥

⑤

④

⑧

⑦

⑩

⑨

⑫

⑪

028,240,0001,760,00030,000,00030,100,000

⑬

⑯

00250,000

租 税

他会計からの繰入金

補助金・交付金等

保 険 金

出資に対する配当金

寄 附 金

会 費 ・ 入 会 金

損 害 賠 償 金

債 務 免 除 益

喜 捨 金

出 資 の 受 入 れ

借 入 金

受 益 者 負 担 金

貸 付 回 収 金

消 費 税 還 付 金

合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

061,180,0003,820,00065,000,000100,350,000

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

⑭

⑮

⑰

－29－－23－－37－

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

         （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

         2,113,400円  －    0円   ＝ 2,113,400円・・・第一表㉒ 

 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

            （消費税額）      （地方消費税額） 

7,493,200円 ＋ 2,113,400円 ＝ 9,606,600円・・・第一表㉖  

 
 
 

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

(注) 1

2

3

4

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

税率6.24％適用分

Ａ

免税売上げ（輸出取引等）

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

　②欄には、消費税法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第92号）附則第
２条《課税標準額に対する消費税額の計算の特例》の適用を受けるものを記載します。

118,281,818

100,000

　各欄の金額について、売上げに係る対価の返還等の額がある場合でも、売上げに係る対
価の返還等の額を控除する前の金額を記入してください。

　非課税売上げについては、譲渡の対価の額をそのまま記入してください（課税売上割合
を計算する場合とは異なります。）。

　各欄の金額は、いずれも消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みません。

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

①

118,181,818118,181,818

－28－－23－－36－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                                  
（課税標準に対する消費税額） （控除対象仕入税額） 

（⑵）         （⑹ﾊ)

9,218,118円  －  1,724,889円 ＝ 7,493,229円 

7,493,229円 → 7,493,200円（100円未満切捨て） 
・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

   ロ 納付税額                                 

     
      （差引税額）       （中間納付税額） 

  
   7,493,200円 －    0円   ＝ 7,493,200円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     

           
 （消費税の差引税額）  

7,493,200円 × 
22 

＝ 2,113,466円 
78 

        2,113,466円 → 2,113,400円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書
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左のうち
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係る特定収入以外
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うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
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ている金額
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非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

①

118,181,818118,181,818

－28－－23－－36－
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7,493,229円 → 7,493,200円（100円未満切捨て） 
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      （差引税額）       （中間納付税額） 

  
   7,493,200円 －    0円   ＝ 7,493,200円・・・第一表⑪ 
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 （消費税の差引税額）  

7,493,200円 × 
22 
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78 

        2,113,466円 → 2,113,400円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 



61,180,000

4,338,218

4,338,218220,711

00

118,281,818
0

等 　 　 　 額 　 　 　 金

－39－

277,332277,332 5,956,3635,956,363

346346

56,62156,621 1,618,1451,618,145

49,77749,777

56,96756,967 1,667,9221,667,922

Ａ欄及び「申告書付表

計算表３　特定収入割合の計算表

円

②

③

％

(注)

　○　特定収入割合が

・５％を超える場合 ⇒

・５％以下の場合 ⇒

　④欄は、小数点第４位以下の端数を切り上げて、百分率で記入してください。

　課税仕入れ等の税額の調整が必要です。引き続き「計算表４、
５」の作成を行います。

　課税仕入れ等の税額の調整は不要です。通常の計算により計算し
た課税仕入れ等の税額の合計額を控除対象仕入税額として申告書の
作成を行います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容内

特定収入の合計額（計算表２(1)⑰Ａ）

分母の額（①＋②）

④
35.5

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

183,281,818

65,000,000

118,281,818

計算表４　調整割合の計算表

円

②

③

④

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

0
118,281,818

内　　　 　　　　　　　　容 金　　　額　　　等

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（計算表２(1)⑰Ｄ）

分母の額（①＋②）

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

118,281,818

0

118,281,818

②の金額

③の金額

－30－－23－－38－

特定収入割合（②÷③）

調整割合

金　　　額　　　等
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計算表３　特定収入割合の計算表

円
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％

(注)
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計算表４　調整割合の計算表

円
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④

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

0
118,281,818
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計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

⇒　引き続き「計算表５－２（4）」の作成を行います。

　〇　５％以下の場合　⇒　控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。

〇　５％を超える場合　⇒　次の区分に応じ、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合

⇒　引き続き「計算表５－２（2）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応
　方式を採用している場合

⇒　引き続き「計算表５－２（3）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で一括比例
　配分方式を採用している場合

　取戻し対象特定収入の判定（③）が、

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

20,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 200,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

1

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金Ａ

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金B

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

2,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 1,900,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

95

５ ６

５ ６

－40－
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この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金Ａ
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課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金B

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

2,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 1,900,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

95

５ ６

５ ６

 計算表５－２(2)　取戻し対象特定収入がある場合の控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

円

④

円

1,000,000

⑥ 70,909

④×② ⑥×②

42,545

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

⑧ 50,000

⑨ 2,888

⑩ 850,000

⑪ 60,272

⑨×② ⑪×②

1,732 36,163

⑬ 346 7,232

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

⑭

⑮

⑯

⑰

⑮×② ⑰×②

⑲

⑳ 346 49,777

　取戻し対象特定収入があった課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合
の控除対象外仕入れに係る調整計算表

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）又は第53条第１項（50％控除）の規定の適用を受けない控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

③　×　　　　（１円未満の端数切捨て）

この計算表による控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算は、取戻し対象特定収入ごとに行います。

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合 ①
60,000,000

150,000,000

１－① ②
90,000,000

150,000,000

⑫

⑤　×　　　　（１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る調整対象額（④×②、⑥×②）
（いずれも１円未満の端数切捨て）

⑦

※　③、⑤欄には、28年改正法附則第52条第１項又は第53条第１項の規定の適用を受けるものを含めず記載します。

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

⑭　×　　　（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額

⑧　×　　　（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額

⑩　×　　　（１円未満の端数切捨て）

⑨×②、⑪×②（いずれも１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額 ③

控除対象外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額 ⑤

⑯　×　　　（１円未満の端数切捨て）

⑮×②、⑰×②（いずれも１円未満の端数切捨て） ⑱

控除対象外仕入れに係る調整対象額（⑱×　　　　）
（１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額（⑦＋⑬＋⑲）

控除対象外仕入れに係る調整対象額（⑫×　　　　）
（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額

7.8

110

6.24

108

7.8

110

6.24

108

7.8

110

6.24

108

20

100

50

100

－41－



－23－－43－

1,000,0001,000,000 5,000,0005,000,000 6,000,0006,000,000

46,22146,221 283,636283,636 329,857329,857

4,000,0004,000,000 80,000,00080,000,000 84,000,00084,000,000

231,111231,111 5,672,7275,672,727 5,903,8385,903,838

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

令和６・４・１～令和７・３・31

－23－－42－

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

7,493,27,493,2

7,493,27,493,2

2,113,42,113,4

令和６・４・１～令和７・３・31



－23－－43－

1,000,0001,000,000 5,000,0005,000,000 6,000,0006,000,000

46,22146,221 283,636283,636 329,857329,857

4,000,0004,000,000 80,000,00080,000,000 84,000,00084,000,000

231,111231,111 5,672,7275,672,727 5,903,8385,903,838

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

令和６・４・１～令和７・３・31
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）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

0 6

1 2 3

0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

9 2 1 8 1 1 8

1 7 2 4 8 8 9

1 7 2 4 8 8 9

98,457

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 2 8 1 8 1 8

9 6 0 6 6 0 0

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

2 1 1 3 4

2 1 1 3 4

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

コウキョウ　イチロウ

0 6 0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 1 8 1 8 1 8

9 2 1 8 1 1 8

9 2 1 8 1 1 8

7 4 9 3 2 0 0

7 4 9 3 2 0 0

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

コウキョウ　イチロウ

0000 0000

－40－－44－
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）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

0 6

1 2 3

0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

9 2 1 8 1 1 8

1 7 2 4 8 8 9

1 7 2 4 8 8 9

98,457

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 2 8 1 8 1 8

9 6 0 6 6 0 0

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

2 1 1 3 4

2 1 1 3 4

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

コウキョウ　イチロウ

－45－


